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緊急事態宣言の対象地域拡大に伴う対応について 

 

新型コロナウイルスの感染拡大による緊急事態宣言の対象地域拡大を受け、当社グループでは、

お客様、ビジネスパートナー、従業員およびその家族の安全・健康を第一に考え、5月 6日までの

期間、日本全国の拠点において下記の対応を行うことを決定しましたので、お知らせ致します。 

 

 

  1）直営店舗、直営音楽教室・英語教室 等 ＝ 休業   

  2）工場(豊岡、掛川、天竜、磐田 等) ＝ 操業停止 

  3）オフィス ＝ 在宅勤務   

 

 先に緊急事態宣言の対象となった 7都府県に関しては既に上記対応を行っておりますが、新たに

対象となる地域においても同様の対応を行います。1）につきましては 4月 18日(土)より、2）、

3）につきましては、準備が整い次第、順次移行してまいります。 

 

当社グループでは、世界的に深刻な影響が広がる新型コロナウイルスの感染拡大防止を最優先に

考え、取り組んでおります。その上で、政府および地方自治体の要請、指導に基づきながら、事業

への影響を最小限に抑えるべく、今後とも対応を行ってまいります。 

 

以上 


